
く地区計画とまちづくり〉

地区計画は、これからこんなまちをつくりたい、こんなまちにしたいという

みなさんの希望をまとめて、それを実現するために、具体的なまちづくりの

ルールを決めていくものです。

現在、桜台地区では、良好な市街地環境の形成、誘導及び保全を目的に、

地区計画が定められています。

計画の趣旨をご理解いただき、まちづくりへのご協力をお願いいたします。

●地区の概要 ●壁面の位置及びかき又はさくの構造の待J限 ●地区施設

匡≡∃道路

米A B地 区については隣地境界線わ`ら08m以 上、
C地区につしヽては1 5rr以上の壁面後退が定められてしヽます。
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地区計画区域

地区の区分

A地区(200/60準 防火)
第]種中高層住居専用地域
B地区(200/60準 防火)
第1種中高層住居専用地域

C地区(200/60準 防火)
第1種中高層住居専用地域

壁画の後退距離

道路境界線から
0 8rr以上

かき叉よさくの構造

生け垣又よ
透視可能なフェンス

生け垣又は
透視可能なフェンス
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  ロ 立相模原病院 |

腋 心、1汗!

地 区 施 設

市道相模台磯部
幅員 35m 延 長 約 380m

相模台 75弓

幅員 105m 延 長 約 90m

※用途地域等の詳細|よ、都市計画課で、l~確認下さい。
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▼名称―桜台地区 計

建築物を適切 に誘導 し、良好な居住環境の維持保全や魅力ある市街地環境
の形成を図ることを目標とします。

A地 区  低 層住宅地としての良好な居住環境の維持保全を図る地区とします。

日地区  バ ス通 りに接することから、国用品店舗等の立地を可能とし、低層

住宅地の居住環境と調和 した土地利用を図る地区とします。

C地 区  公 的施設等を主体とし、周辺の居住環境に配慮 したゆとりとうるおしヽ

のある土地/Tl用を図る地区とします。

者地区  地 盤面につしヽては、みだりに現況の高さを変更 してはならないものと

共  通  し ます。

市道相模台機部及び相槙台フ5号 を拡幅 し、道路網の充実を図ります。

(歩道拡幅整備)

A地 区  住 宅、共同住宅 (ワンルームを除く)、兼用住宅 (事務所、学習塾、
ア トリエ、診療所等の用途を兼ねる住宅)、巡査派出所等の公益上必
要な建築物は建てられます。

B地 区  住 宅、共同住宅 (ワンルームを除く)、兼用住宅 (事務所、ア トリエ

等の用途を兼ねる住宅)、店舗、飲食店等 (一部制限あ り)、診療所、

自治会館、公益上必要な建築4//UIよ建てられます。

C地 区  住 宅、共同住宅等、兼用住宅 (事務所、ア トリエ等の用途を兼ねる

住宅)、店舗、飲食店等、学校、図書館等、老人ホーム、保育所、身

体障害者福祉ホーム等、老人福祉センター、児童厚生施設等、診療

所、病院、公益上必要な建築物は建てられます。

A・ B地 区 最 低敷地面積 ]00甫 以上   C地 区 最 低敷地面積300百 以上

地区施設

建物の用途

敷地面積

壁面の位置
AB地 区 C地 区 1道路

絶対高さと北狽J斜線により制限 し

絶対高さにより制限 します。

北狽」斜線により帝J限します。

ll一

▲道略中心根又は隣地境界僚

L△地区i          B地 区

建物の高さ
A地 区

日地区

C地 区

壁面を後連する
吉F分]5mLl上

ます。

絶対高さ
]Om

壁面を後退する
部分 ]5m以 上

▲ 道応 中心 線又 は隣地 境界 棟

C地区

かき。さく
の 構 造

※高さの算定は、地盤画からとします。

音地区  道 路 (B地 区の市道麻溝南台は除く)に画するかき さ くの構造|よ、

共 通 生け垣又は透視可能なフェンスとします。

なお、地盤面からの ]m以 下の部分又は門などの出入国の部分につ

しヽて|よ制限 してしヽません。

言地区  建 物の屋根、外壁等は、地区及び周囲の景観を良好に保つため束」激的

共 通 な色彩を用いないこととします。
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桜台地区 地 区計画 決 定事項 (平成]0年 6月 1口決定)

名 称 桜台地区地区計画

位 置 相模原市桜台、相模台七丁目及び上鑑間字丙三号

面 積 約 8 ①ha

区

域

の

整

備

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地 区 計 画 の 目 標 本地区 よ、小園急小田原線小日急相槙原駅の西北旧J約1 5kmに 位置 し、lr層住宅を主

体とした地区である。

また、北部の市道麻溝南台の八ス通 り沿いには、低層の日用品店舗等の施設が立地 し、

南部には、公的施設等が立地さllており、今後 よ、中高層建築物の建替等が想定さll、道

正な建築物の誘導が求められてしヽる地区である。

このため、地区計画の策定により、良好な居住環境の維持保全や魅力ある市街地環境の

形成を図ることを目標とする。

土 地 利 用 の 方 針 地区の特性を考慮 し、それぞれ次のように土地利用を誘導する。

(A地 区)低 層住宅地としての良好な居住環境の維持保全を図る地区とする。

(B地 区) バ ス通 りに接することから 国 用品店舗等の立地を可能とし、低層住宅地の

居住環境と詞和 した土地不J用を図る地区とする。

(C地 区)公 的施設等を主体とし 周 辺の居住環境に配慮 したゆとりとうるおいのある

土地利用を図る地区とする。

地 区 施 設 の 整 備 方 針 既存道路を拡幅し、安全で快適な道路の整備を図る。

の

針

等

方

物

の

築

備

建

敗
正

地区の特性を考慮 し、それぞllの地区につしヽて次のように建築物等を誘導する。

なお、地盤面につしヽては、みだ lDに現況の高さを変更 して よならないものとする。

(A地 区)良 好な居住環境を有する低層住宅地として整備が図られるよう建築物の用違、

敷地面積の最低限度、壁画の位置及び高さなどについて制限する。

(B地 区)低 層住宅地の居住環境と詞和 した日用品店舗等の立地を可能とする地区とし

て整備が図られるよう建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置及 _l高

さなどにつしヽて制限する。

(C地 区)周 辺の居住環境に配慮 した公的施設等を形成する地区として整備が図られる

よう建築物の用途 敷 地面積の最低限度、壁面の位置及び肩さなどについて

制限する。
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区
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備

画
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地
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白自一　０自一

幅

幅

8 5 m

1 0 5 m

長

長

延

延

約98 0 m

約9 0 m

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区の

区 分

地区の名称 A 地  区 B  地  区 C  地  区

地区の面積 約 2 8  h a 約 0  8  h a 約 44 ha

の

限

等

制

物

の

築

途

建

用

次の各号に掲 ザる建築物

以外の建築物は、建築 して

はならない。

(])住 宅

像)共 同住宅 (住戸の専有

床面積がぞ5平 方メー トル

以下のtDのを除く。)

中)建 築 基 準 法 施 行 令 第

130柔 の 3で 定める兼用

住宅の うち次 に掲げる用

途を兼ねるもの

事務所

学習塾、華道教室、囲

碁教室その他 これ らに

類する施設

美術品又は工芸品を裂

作するためのア トリエ

受 よ工房

“)診 療所兼用住宅

●)建 築基準法別表第2(し )ヽ

項第 9号 に掲 ザる巡査派

出所、公衆電話所その他

これ らに類する政令で足

める公益上必要な建築物

次の各号 に掲げる建築物

以外の建築物は、建築 して

まならtJい。

(])住 宅

セ)共 同住宅 (住戸の専有床

面積が25平 方メー トル以

下のものを除く。)

(3)建 築 基 準 法 施 行 令 第

130条 の 3で 定める兼用

住宅の うち次 に掲げる用

途を兼ねるもの

事務所

美術品又 |ま王芸品を製

作するためのア トリエ

又は工房

竹)学 校 (大学、高寺専門学校、

専修学校及び各種学校 を

除く。)、図書館その他これ

らに類するもの

●)診 療所

中)店 舗、飲食店その他 こ

れ らに類するものの うち

その用途に供する部分の

床面積の合計が500平 方

次の各号 に掲げる建築物

以外の建築物は、建築 して

|よならなしヽ。

中)住 宅

(〕 共同住宅、寄宿舎又は

下宿

(い 建 築 基 準 法 施 行 令 第

130条 の 3で 定める兼用

住宅の うち次 に掲げる用

途を兼ねるもの

事務所

美術品又は工芸品を製

作するためのア トリエ

又は工房

“)学 校、図書館その他これ

らに類するもの

診療所

病院

老人ホーム、保育所、身

体障害者福祉ホームその

他これらに類するもの

老人福祉センター、児

童厚生施設その他 これ ら

に類するもの

(印

( 6 )

(7)

(8)
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の

限

等

制

物

の

築

違

建

用

前各号の建築物にFlt属

するもの (建築基準法施

行令第 130条 の5各 号に

掲げる建築物を除く。)

メー トル以内のもの(3階

以上の部分をその用途に

供するものを除く。)で次

に掲げる建築物

建 築基 準 法 施 行 令第

130条 の 5の 2各 号に

掲げるもの

建 築 基 準法 施 行 令 第

130未 の5の 3第 3号に

lgJげるもの

仔)公 益上必要な建築物で

次に掲げるもの

建 築 基 準 法 Pl表 第 2

(い)頂 第 9号 に掲 デ

る巡査派出所、公衆電

話所その他これ らに類

する政令で定めるもの

建 築 基 準 法 別 表 第 2

(は)項 第フ号 に掲 ザ

る政令で定めるもの

い)前 各号の建築物に附属

するもの

(い 店 舗、飲食店その他こ

れ らに類するもののうち

その用途に供する部分の

床面積の合計が5①①平方

メー トル以内のもの(3階

以上の部分をその用途に

供するものを除く。)で次

に掲|ザる建築物

建築基 準法 施行 令第

130条 の 5の 2各 号に

掲げるもの

建築 基準 法施行 令第

]30条 の5の 3拝S討 こ

掲げるもの

中0 公 益上必要な建築物で

次に掲げるもの

建 築 基 準 法 別 表 第 2

(い)頂 第 9号 に掲 ザ

る巡査派出所、公衆電

話所その他これらに類

する政令で定めるもの

建 築基 準 法 別 表 第 2

(は)項 第フ号 に掲 ザ

る政令で定めるもの

中Ⅲ 前 各号の建築物に附属

するもの

建築物の敷地面積

の 最 低 限 度

]00甫 100甫 300甫

ただ し、告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適

合 しなしヽもの又は現に存する所有権その他の権和Jに基づいて建築物の敷地として使用する

ならば当該規定に適合 しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用す

る場合は適用 しなしヽものとする。

壁面の位置の行」限 建築物の壁又はこれに代ll

る柱の面は、道路境界線又は

隣地境界緑から08メ ートル

以上後退した位置とする。

建築物の壁又はこれに代わ

る柱の面 よ、道路境界線 (市

道麻活南台を除く。)又 は隣

地境界線から08メ ートル以

上後退した位置とする。

建築物の壁又 よこllに代わ

る柱の画 よ、道路境界緑叉は

隣地境界線から15メ ートル

以上後退した位置とする。

ただし、物置、車庫その他これらにIElする用途に供する建築物で、高さが3メートル以下で、

かつ、軒の高さが23メ ートル以下のものにつしヽては、この限りでない。

建 築 物 等 の 高 さ

の 最 高 限 度

次の各号に掲 ザるものと

する。

(1)建 築物の高さは、92メ
ートル以下とする。

の 建 築物の各部分の高さは

当該各部分から前面道路の

中心緑又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に

06を 実じて得たものに6

メートルを加えたもの以下

とする。

建築物の高さは、 ]0メ
ー トル以下とする。

建築物の各部分の高さは、

当該各部分か ら前画道路の

中心線又 よ隣地境界線まで

の真北 方向の水 平距離 に

06を 乗 じて得たものに6

メー トルを加えたもの以下

とする。

か き 又 は さ くの

構 造 の 制 限

道路に画するかき又 よさ

くの構造は生け垣又は透視

可能なフェンス等とする。

道路 (市道麻溝南台を除

くc)に 画するかき又はさ

くの構造は生け垣又は透視

可能なフェンス等とする。

道路に画するかき又 よさ

くの構造は生 す垣又は透視

可能なフェンス等とする。

ただ し、地盤画からの高さ ]メー トル以下の部分又は門等の出入国の部分について よ、

この限りでない。

の

限

等

制

物

の

築

匠

建

意

建築物の屋根 外 壁等 よ 良 好な街並みを創出するため、周囲の景観と調和したものとし、

刺激的な色彩十よ避けるものとする。


